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令和 6年
能登半島地震における
被災地での活動
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　消防機関は、日頃は各地域で住民の安全・安心を守っ
ていますが、大規模・特殊災害が発生し、被災地の消防
機関だけで対応できない場合には、自治体の枠を超えて
被災地に応援に駆けつけます。この応援部隊が「緊急消
防援助隊」で、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、国内
で発生した地震等の大規模災害に対応するために創設さ
れました。
　平成７年６月に創設された緊急消防援助隊は、令和６
年４月１日現在では全国720消防本部等から6,661隊が登
録され、南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模災害
に備え、大規模かつ迅速な部隊投入のための体制整備に
取り組んできています。

珠洲市において、京都府大隊が警察やD-MATと連携し、
発災後120時間以上経過した要救助者を救助しました。
　また、ケガや避難所で体調を崩された方の救急搬送を
サポートしたほか、孤立集落が発生していたためヘリコ
プターを活用して、住民の救助や物資搬送を行いました。
　さらに、能登半島地震特有のものとして、ライフライ
ンが安定した地域へ入院患者や高齢者を転院搬送する取
組も緊急消防援助隊として担いました。その他、被災し
た奥能登広域圏事務組合消防本部の業務支援など、被災
地の様々なニーズに応えた活動を行いました。
　これらの活動により、３月15日までに把握している
救助者数は295名、救急搬送者数は1,577名になります
（地元消防本部等と協力し救出したものを含む。）。

　総務省消防庁では、地震の規模や大津波警報の発令な
どの状況から甚大な被害が想定されたため、石川県知事
からの出動要請を待たずに、発災20分後の16時30分に消
防庁長官から緊急消防援助隊の出動の求めを行いました。
１月１日から２日未明にかけて、合計18都府県に出動指
示を行い、発災当初から約2,000名という大きな規模を
出動させるなど、災害対応に万全を期したところです。
　出動指示を受けた各府県の陸上部隊は２日朝までに石
川県に集結しました。しかしながら、能登半島内の道路
が一部使えない状況となっており、進出に困難が伴いま
した。このため、使用可能な道路を活用することに加え、
自衛隊や海上保安庁の協力を得てヘリコプターや船舶で
空路・海路からも災害現場に向かい、２日から順次救助
活動を開始しました。
　また、大型車両は通行できなくても普通車なら辿り着
ける地域には、救急車などに隊員や資機材を載せて被災
地に向かいました。
　このように様々な手段を尽くして被災地に向かい、発
災から72時間を迎える１月４日までには陸上部隊の約
1,800人が輪島市、珠洲市、能登町などの被災地で活動
したほか、航空部隊も救助活動を展開しました。
　緊急消防援助隊は、厳寒期の過酷な環境の中、被災地
で求められる様々な活動に取り組みました。
　まずは、倒壊家屋からの救助・捜索活動です。余震が
続き危険と隣り合わせの中、救助を待つ方を１人でも多
く助けようと懸命に活動し、輪島市において、大阪府大
隊により発災後72時間経過した要救助者を救助したほか、

　緊急消防援助隊は、２月21日まで52日間にわたって活
動し、計21都府県から延べ約５万９千人が出動しまし
た。これは期間、人員ともに東日本大震災に次いで２番
目に大きな規模となりました。懸命の活動をされた隊員
の皆さまに感謝申し上げます。

特集

令和６年
能登半島地震における
被災地での活動
　総務省では、令和６年能登半島地震の発災当初から、
総務大臣を本部長とする非常事態災害対策本部を設置す
るとともに、現地対策本部において総務大臣政務官（副
本部長）や総務省派遣職員が災害対応に当たったほか、
大臣自ら現地に赴き、直接、金沢市消防局職員に激励を
行うなど、被災地においても様々な活動、支援を行って
まいりました。今回の特集では、被災地での総務省職員
の活動状況等を中心にご紹介します。

［消火活動］
●地元消防本部等と消防団
　が連携した消火・警戒活動

［救助・捜索活動］
●倒壊家具からの
　救助・捜索活動
●消防防災ヘリによる
　孤立集落からの救助
●広範囲での安否不明者の
　捜索活動

［救急活動］
●医療関係者と連携した
　避難所からの救急搬送
●病院や高齢者福祉施設
　からの転院搬送

［その他］
●消防防災ヘリによる
　孤立集落への物資搬送
●消防庁職員による
　火災原因調査

金沢市消防局職員に激励を行う松本総務大臣

緊急消防援助隊の装備の主なもの

緊急消防援助隊の活動状況
緊急消防援助隊とは 令和６年能登半島地震における被災地での活動

消防活動の概要

　私は大阪府大隊第１次派遣の
大隊長として、大阪府内消防本部
の消火隊、救助隊、救急隊など全
52隊、消防職員約200名を率いて
活動全体の指揮を執りました。
　大阪府大隊は、発災当日に消防
庁長官からの出動指示を受け即
日、被災地に向け出発しました。
活動地として指定された輪島市

への進出には、能登半島の地形的な特徴から、交通アクセ
スが限られるうえ、地震の影響により各所で地割れや道路
陥没、落石等が発生し、車両の通行が困難な状況となって
おり非常に厳しい状況でしたが、一刻も早く、歩いてでも
輪島に向かおうという思いで動きました。
　大阪府大隊の統合機動部隊には特殊装備小隊（重機およ
び重機搬送車）が編成されているため、重機を使用して道
路啓開を行いながらじりじりと前進し、通常であれば１時
間程度で移動できるところを９時間かけて、ようやく輪島
市街地に到着することができました。
　１月２日、奥能登広域圏事務組合消防本部輪島消防署に

到着しましたが、向かう道中、通信が途絶えていたため、
こちらの状況を伝えることができず、現地の消防職員の
方々からは、大阪府大隊の輪島入りは無理だろうと思われ
ていたようです。そこへ、思いがけず大阪府大隊が到着し
たため、驚きをもって迎えられました。
　輪島市内では、想像を絶するような悲惨な状況が広がっ
ていました。被災地域が広大であるため、まずは倒壊した
住宅内に要救助者がいないか、声かけでの検索活動を実施
しました。反応があれば救助活動を行うローラー作戦で、
まさに時間との戦いでした。こうした地道な活動により、
倒壊した家屋の中に閉じ込められていた高齢女性を発見し、
生存救出がかなったものと考えています。
　大阪府大隊としての活動は、２月２日までの33日間、延
べ1,500名を超える隊員によるものとなり、生存者２名を
含む13名の救出、223名の救急搬送を実施しました。
　多くの方の命や平穏な生活を一瞬にして奪い去った令和
６年能登半島地震。改めて、お亡くなりになった方々のご
冥福をお祈りするとともに、被災された皆さまの生活が一
刻も早く復興されることを願っております。

緊急消防援助隊による救助活動の様子

道路状況と重機で啓開する様子（大阪市消防局提供）

大阪府大隊の救助活動の様子（大阪市消防局提供）

海上保安庁の船舶による進出
（第九管区海上保安本部提供）

病院からの転院搬送の様子

大阪市消防局
外前田隊長
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大規模風水害などに対応する
津波・大規模風水害対策車

迅速な情報収集・
消防活動を行うヘリコプター

後方支援体制を確立する
拠点機能形成車
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全国からの熱い支援と
総務省の行政力を生かし
被災自治体を支える

応援派遣職員インタビュー

能登半島地震の発生直後に被災自治体を支援するため現地に入り、総括支
援や対口支援のチームなどと災害対応にあたった3人の職員に、現地で取
り組んだこと、感じたことを聞きました。

　応援職員の短期派遣については、大規模災害が発生し、
または発生するおそれがある場合に、全国の地方公共団
体の人的資源を最大限に活用して被災市区町村を支援す
るための全国一元的な応援職員の派遣の仕組みとして、
平成30年３月に「応急対策職員派遣制度」を創設しました。
　本制度に基づく応援職員の派遣の目的は２つあります。
１つ目は、被災市区町村が行う災害マネジメントの支援

（「総括支援チーム」の派遣）です。これは、災害マネジメ
ント総括支援員と災害マネジメント支援員など数名で構
成するチームが、被災市区町村長の指揮の下、被災市区
町村が行う災害マネジメントを総括的に支援するもので
す。２つ目は、避難所の運営、罹災証明書の交付等の災
害対応業務の支援（「対口支援チーム」の派遣）です。これ
は、避難所の運営、罹災証明書の交付等の災害対応業務
に係るマンパワー支援を行うものです。
　なお、派遣元自治体が負担をする応援に要する経費に
ついては、特別交付税による措置を講じています。
　また、技術職員の中長期派遣については、南海トラフ
地震や首都直下地震など今後の大規模災害に備えて、復
旧・復興に必要な中長期派遣の要員を確保する「復旧・
復興支援　技術職員派遣制度」を令和２年度に創設し、
登録された職員に係る人件費に対し地方交付税措置を講
じています。
　本制度においては、都道府県等が、あらかじめ中長期
派遣要員として登録し、平時には、都道府県等が市町村
支援業務のための技術職員を配置し、支援業務を実施す
ることとしています。大規模災害が発生した場合には、
地方三団体（全国知事会、全国市長会、全国町村会）、指
定都市市長会と総務省で構成する「確保調整本部」を設置
して中長期派遣調整の全体を総括するとともに、「中長期
派遣可能な技術職員数」として都道府県等から報告され
た要員の派遣先を決定しています。
　なお、一般事務職員等の中長期派遣についても、地方
三団体等と連携し対応しています。

　被災自治体の行政への支援として総務省から、政府の
現地対策本部や被災自治体に、総務大臣政務官や総務省
幹部を含む職員を派遣しました。
　また、発災直後から被災地と連絡をとり、災害マネジメ
ントを支援する総括支援チームが迅速に現地に入り、その
後対口支援として全国の地方公共団体から応援職員が派
遣され、避難所運営や罹災証明書交付業務等を担いまし
た。ピーク時の１月26日には、１日当たり、実に1,263名の
職員が現地で活動しました。
　また、復旧・復興に向け、技術職員を含めた中長期的
な支援も進めており、令和６年４月現在、市町村からの
159名の技術職員の要望に対し、当該制度を活用するとと
もに、指定都市、中核市等からも派遣いただき、全て充
足し、118名の一般事務職員等の要望に対し、92名を充足
しているところです。

短期派遣について

中長期派遣について

──派遣先ではどのような業務に従事したのですか。
東高士参事官（以下、東）　私は1月1日付で消防庁に異
動したのですが、ちょうどそのタイミングで地震が起き、
輪島市の皆さんのサポートにあたることになり、4日に現
地に入りました。業務は時間を追って変化しました。当初、
ヘリコプターによる救助などの孤立集落対策があり、こ
れと並行して被災者の市外への避難を促進し、続いて仮
設住宅を建設するための土地の確保などに取り組みまし
た。これらの支援を進めていく上で、総括支援チームは
災害現場の経験者が多くて頼りになり、また対口支援で
はプッシュ型に近いかたちでどんどんマンパワーを送り
込んでいただき、大変助かりました。
水谷健一郎課長補佐（以下、水谷） 　帰省中の3日に総務
省から連絡があり、重要な任務を与えられたと気を引き
締め、珠洲市に向かいました。私は令和3年の静岡県熱

海市の土石流災害のとき、内閣
官房にいて情報収集にあたった
経験はあるのですが、現地での
災害対応は初めてです。市役所
の庁舎に行くと、国のリエゾン
や対口支援のチームがバラバラ
に活動している状態でしたから、
まずは情報共有のための会議を
設けることにして、自衛隊や警

察、消防、市の幹部、国や対口支援の職員が毎日、朝夕
に集まり、課題を吸い上げ、市長のご判断に役立てる仕
組みとしました。
宮崎正志課長補佐（以下、宮崎）　私は能登町長の災害マ
ネジメント全般をサポートするよう指示され、1月10日
に能登町に向かいました。現地で感じたのは、能登町も
被害が大きいにもかかわらず、報道等では他市がクロー
ズアップされがちだったことです。能登町のプレゼンス
を埋もれさせないよう、町長が口にされる何気ない言葉
を問題意識としてすくい上げ、県の災害対策本部員会議
やマスコミ対応等における町長の発信をサポートするこ
とを意識しました。加えて、意識したのが町役場の職員
の心身の健康です。職員自身、多大なストレスを受けて
いる被災者であるにもかかわらず、役場で働きながら避
難所のリーダー役まで引き受ける方が多くいましたが、

過労で倒れてしまわないよう、町職員と対口支援職員の
役割分担を調整しました。また、国や県との調整に際し
ても、常に町の立場に立って寄り添うことを心がけまし
た。
──派遣期間にどのようなことを感じましたか。
水谷　「困ったことがあれば、何でも言ってこい」とおっ
しゃってくださった総務省の諸先輩の存在が心強く、あ
りがたかったです。国のあらゆる制度に精通する先輩、
被災地での対応を経験された先輩から先を見越した的確
な助言をいただき、総務省の総合行政力を改めて認識し
ました。
宮崎　被災地でも地方自治や行政管理、情報通信など総
務省の各所管分野の力が発揮されたと感じています。通
信の復旧に向けた総務省リエゾンの対応は親身でスピー
ディだと感じましたし、行政相談会も開催して頂きまし
た。全国から集結した緊急消防援助隊の規模の大きさを
目の当たりにし、大変心強く感じました。
東　今回、市外への二次避難を行いましたが、これを実
現するには石川県にバスなどの移動手段や避難先となる
宿泊施設の手配を依頼する必要があり、県の交通政策課
や観光戦略推進部、危機管理監室など多くの部署とやり
取りしました。その際、私は石
川県に出向した経験があり、県
幹部の皆さんと直接つながれた
こともあって、国、県、市の組
織を縦横に結びつける接着剤の
役割を果たせたと思っています。
こうした新たな対応のノウハウ
が今後の災害対応に生かされる
と良いと思っています。

消防庁
国民保護・防災部 

東
あずま

　高
た か

士
し

 参事官

自治財政局地方債課

水
み ず

谷
た に

　健
け ん

一
い ち

郎
ろ う

 課長補佐

自治財政局交付税課

宮
み や

崎
ざ き

　正
ま さ

志
し

 課長補佐

¦ 特集 ¦ 令和６年能登半島地震における被災地での活動

応援職員の派遣
制度概要

令和６年能登半島地震における被災地での活動
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　ライフラインである通信に関しては、携帯電話につい
て、官民が連携した移動電源車や可搬型基地局の設置等
により、１月中旬に一部の立入困難地点を除き、応急復
旧が概ね終了しました。その後も復旧の取組を継続し、
6月時点では基地局のおよそ97％が本格復旧しており、
被災地域全般にわたる本格復旧に向けて、取組を進めて
います。
　また、携帯電話や光ファイバが復旧するまでの間、衛
星インターネット、無料Wi-Fi、特設公衆電話や災害伝
言サービスなどの提供により、避難所や自治体等の通信
を確保しました。

　令和６年能登半島地震の発生を受け、行政相談では、
被災者への支援メニューの情報提供、関係機関と連携し
て被災者の困りごとの解決を図る特別行政相談等を行っ
ています。
　本稿では、これらの取組についてご紹介します。
　行政相談における主な取組の１つ目として、市町の支
援メニューの内容や相談窓口等、生活支援情報をまとめ
たガイドブックを市町や避難所に配布しています。

　２つ目は、災害専用フリーダイヤルの開設です。石川
県全域を対象として、被災された皆さまへ、どのような
支援策があるか、どこに相談したらよいかなどのご相談
に対応しています。直接お答えできない場合でも、支援
措置を講じている関係機関などと協力して、情報を提供
しています。
　３つ目は、関係機関が一堂に会してワンストップで相

　放送は、被災者に正確な情報を届ける手段として重要
なものですが、地震により大きな影響を受けました。
　地上波テレビ・ラジオについて、地震直後からの停電
が長期化したことで予備電源設備の燃料が枯渇による停
波のおそれがありましたが、一部を除き、自衛隊等の協
力を得て燃料補給を行うことにより、放送を継続し、１
月24日までに全て復旧しています。また、避難所に対し
てテレビやアンテナを設置、ラジオ受信機を配布する等、
信頼ある情報を届けるために官民連携して対応していま
す。
　また、被災地となった能登地域はケーブルテレビの依
存度が高い地域であり、土砂崩れによるケーブル網の断
線等、広範囲で地震による影響が生じました。ケーブル
テレビの迅速な復旧に向けて、事業者団体とも連携しな
がら、支援に取り組んでおります。

談対応する特別行政相談所の開設です。市町をはじめと
する関係行政機関や行政書士等と連携して、申請から受
付までその場でできるよう取り組む相談所を、避難所等
で開設しています。例えば、罹災証明書や被災した車の
永久抹消登録について、行政書士が申請書作成を代行し、
関係行政機関がその場で申請書の受理を行うなどの取組
を行っています。
　こうした取組を通じて、現場で把握したニーズや被災
された方から汲み取った困りごとについては、内容に応
じて適宜、関係機関に情報提供・調整するなど、解決に
向けた活動を展開しています。また、全国的にこのよう
な取組例を共有し、緊急時にも迅速に現場のニーズや困
りごとを把握し、解決を図っていくような取組を、今後
も継続してまいります。

放送インフラ（地上波・ケーブルテレビ）の
復旧に向けた活動

船上基地局（左・NTT ドコモ提供）と
衛星インターネット「Starlink」( 右・KDDI 提供 )

避難所へのテレビ・ア
ンテナの設置（輪島市
東陽中学校）の様子（第
24 回デジタル時代に
おける放送制度の在り
方に関する検討会配付
資料より）

ケーブル断線の様
子（能越ケーブル
ネット（株）提供）

　私は、総務省リエゾン第一陣として１月２日の昼に石
川県庁に入り、交代要員到着までのおよそ十日間、県庁、
被災自治体、内閣府防災担当、他省庁リエゾン、そして、
携帯電話事業者など通信事業者、放送事業者などと絶え
間なく、お互い惜しみなく協力し合いました。
　毎日、避難所における通信環境の早期改善を求める痛
切な声が届きます。連絡ができず心細い思いをしている
被災者がいる、通信をこれほどまでに必要としている人
がいる——一刻も早い復旧のために自分はこの瞬間何が
できるのか——。通信技術を社会に生かす仕事をしたく
て入省した私は、かつてないほどの使命感と緊張感を覚
えながら、省を超えた仲間と懸命に知恵を絞り、県庁内
を走り回りました。

　石川県庁に政府が設置した現地対策本部に１月４日か
ら派遣されておりました。
　派遣された当初、地震により電力断による輪島中継局
の運用継続が課題となっていました。現地対策本部は、
石川県庁のほか、各省庁から応援職員が派遣されており、
応援職員等から協力を得て、自衛隊のヘリコプターを活
用した予備電源設備への燃料補給ミッションを実施する

　元日の発災直後から特別行政相談活動の準備等を行い、
本省、中部管区行政評価局をはじめ、全国の職員の支援
を受け、１月第２週目にガイドブック配布やフリーダイ
ヤルによる電話相談を開始、また、第３週目以降は特別

　道路の寸断や停電の情報などとともに、通信設備の
バッテリーや燃料の枯渇、光ファイバの断線や焼失と
いった困難な情報が容赦なく寄せられます。しかし、日
進月歩の通信技術、今回は多数の人工衛星を活用する全
く新しい通信技術が登場しており、応急復旧で威力を発
揮しました。自分のスマホが使えたと喜んでもらえ、私
も貢献できて良かったと心から感じたものです。
　自然災害をなくすことは難しいでしょう。災害に備え、
これからも優れた技術の研究開発に取り組み、社会実装
を進めていくことが肝要です。元日夜に鳴った上司から
の一本の電話から、初心にかえり決意を新たにした入省
25年目の年明けでした。

ことができました。天候の影響により、何度かヘリコプ
ターが飛行できない状況が続きましたが、１月８日に燃
料補給が成功し、その報告を聞き、放送が継続できたと
きの感動はひとしおでした。
　今回の震災を経て、正確な情報を伝えることの重要性
を改めて認識し、その確保のために多くの人が尽力した
ことを胸に刻み、業務に取り組んでまいります。

行政相談所の開設（５月28日現在、石川県下全19市町の
72か所）や能動的行政相談活動（避難所等を訪問し管理者
等の声・悩みを聴く活動、約80か所）を実施しています。
　被災された方と接して思うのは、悩みが明確な方は少
なく、話をするうちに整理されていく方が多いというこ
とです。電気・ガス・水道・道路等のインフラは復旧し
てきていますが、被災された一人ひとりに目を向けると、
罹災証明書の二次調査や再調査を申請中で被害の程度が
確定していないため受けられる生活再建支援策等の内容
も定まらないなど、今後の見通しが立たないという方が
まだまだいらっしゃいます。また、建設が進む仮設住宅
へ県内外の２次避難先などから入居される方も増えてい
くものと考えられます。こうした方々からの相談も見込
まれることから、これからも奥能登地域を中心として息
長く行政相談活動を行い、被災された方を支援していく
ことが重要だと感じています。

現地で活動した職員インタビュー②

現地で活動した職員インタビュー

現地で活動した職員インタビュー①

総合通信基盤局
電気通信技術
システム課長

五十嵐　大和

情報流通行政局
地上放送課
課長補佐

矢野　圭

¦ 特集 ¦ 令和６年能登半島地震における被災地での活動

通信・放送インフラの復旧 行政相談
通信インフラ（携帯電話）の復旧に向けた活動 被災地における行政相談の活動状況

※令和６年１月 10 日から
被災者に提供開始

最新の
ガイドブックは
こちらから

特別行政相談所（小松市）で被災者の方のお困りごとに寄り添う行
政相談委員（右側３名）

特別行政相談所の様子（能登町）

石川行政評価事務所
行政相談課長 

室屋　圭亮
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令和６年度「電波の日・情報通信月間」
表彰が行われました

表彰状授与の様子記念中央式典の様子

　６月１日は「電波の日」です。また、毎年５月15
日から６月15日は「情報通信月間」です。
　総務省および情報通信月間推進協議会では、６月

３日（月）に電波利用または情報通信の発展に貢献し
た個人・団体への表彰を行いました。

「電波の日」総務大臣表彰 （個人５件・団体１件）（敬称略）

「情報通信月間」総務大臣表彰 （個人7件・団体3件）（敬称略）

情報通信月間推進協議会会長表彰 （敬称略）

（個人）
・阿

あ

部
べ

　宗
むね

男
お

	 （アジア太平洋電気通信共同体　2023	年世界無線通信会議準備会合副議長
	 	元三菱電機株式会社	社会システム事業本部	通信システム事業部	技術統括）

・牛
うし

島
じま

　和
かず

夫
お

	 （九州大学　名誉教授
	 	九州受信環境クリーン協議会　会長）

・笠
かさ

貫
ぬき

　宏
ひろし

	 （早稲田大学　参与
	 	早稲田大学医療レギュラトリーサイエンス研究所　顧問）

・兼
かね

松
まつ

　由
ゆ

理
り

子
こ

（桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー）

・草
くさ

野
の

　完
かん

也
や

	 （名古屋大学　宇宙地球環境研究所　教授）

（団体）
・一般社団法人　日本ＣＡＴＶ技術協会
	 　総務省福島原発避難区域
	 　テレビ受信者支援センター

（団体）
・岩見沢市
・公益財団法人　電気通信普及財団
・一般財団法人　日本財団電話リレーサービス

情報通信功績賞（個人４件）

（個人）
・新

あたらし

　博
ひろ

行
ゆき

	 （株式会社ＮＴＴドコモ　電波企画室　無線標準化推進担当部長）

・江
え

間
ま

　有
あり

沙
さ

	 （東京大学　国際高等研究所東京カレッジ　准教授）
・園

その

田
だ

　道
みち

夫
お

	 （国立研究開発法人情報通信研究機構
	 	サイバーセキュリティ研究所
	 	ナショナルサイバートレーニングセンター　センター長）
・安

やす

田
だ

　孝
たか

美
み

	 （名古屋大学大学院　情報学研究科　教授）

熱中症から
身を守りましょう！

熱 中 症とは

熱中症から身を守るために心がけること

熱中症は、温度や湿度が高い中で、体内の水分や塩
分（ナトリウムなど）のバランスが崩れ、体温の調
節機能が働かなくなり、立ちくらみ、頭痛、吐き気、
ひどいときには、けいれんや意識をなくすなど、様々
な障害をおこす症状のことをいい、最悪の場合は死
に至ることがあります。

熱中症は、正しい知識を身につけることで、未然に
防ぐことが可能です。本格的な夏が始まりますので、
熱中症の予防にご協力お願いします。

こども・高齢者は特に注意が必要です！

❶ 大人ほど暑さに強くありません
汗をかくなどの体温調節機能が未発達のため、体
に熱がこもりやすくなります。
❷ 自分では熱中症の予防を行えません
体に異変が起きても気づかないこと
があるため、周囲の大人が気にかけ
る必要があります。

❶ 体内の水分が不足しがちです
若年者に比べ体内の水分量が少ないため、こまめに
水分補給を行う必要があります。
❷ 暑さに対する感覚機能が低下しています
加齢により、暑さや喉の渇きに対する感覚が鈍くな
ります。
❸ 暑さに対する体の調整機能が低下します
高齢者は体に熱がたまりやすく、暑いときには若年
者よりも循環器系への負担が大きくなります。

こどもは…

高齢者は…

救急お役立ち
ポータルサイト

熱中症情報
ホームページ

お問い合わせ先

　全国では毎年、非常に多くの方が熱中症により救
急搬送されています。昨年は、５月から９月までの
全国における熱中症による救急搬送人員の合計が
９万1,467人となり、平成20年の調査開始以降２番
目に多い搬送人員となりました。非常に厳しい暑さ
が長期間にわたって続き、５月から７月および９月
がそれぞれの月で過去２番目、８月が過去３番目の
多さとなりました。
　熱中症は、正しい知識を身につけることで未然に
防ぐことができます。適切なエアコンの使用や、こ

まめな水分補給、日傘や帽子を活用するなどして、
一人一人が熱中症予防を心がけていただくようお願
いします。
　令和６年４月24日から、気温が特に著しく高くな
ることにより熱中症による重大な健康被害が生ずる
おそれのある場合に「熱中症特別警戒アラート」が
発表されます。熱中症特別警戒アラートの発表地域
では、自発的な熱中症予防行動を積極的に行ってい
ただくとともに、家族や周囲の方々への見守りや声
かけなどを行ってください。

志田林三郎賞（１件）

（個人）
・太
おお

田
た

　香
かおる

	 （室蘭工業大学　教授
	 	コンピュータ科学センター長）

（個人）
・浅

あさ

見
み

　洋
ひろし

	 （ＫＤＤＩ株式会社　北海道総支社　管理部　専任課長）

・小
こ

塚
づか

　荘
そう

一
いち

郎
ろう

（学習院大学　法学部　教授）

・宍
しし

戸
ど

　常
じょう

寿
じ

	 （東京大学大学院　法学政治学研究科　教授）
・鈴

すず

木
き

　邦
くに

治
はる

	 （地域情報化アドバイザー
	 （前　一般社団法人　頑張る地域支援し隊　代表理事））

・平
ひら

野
の

　晋
すすむ

	 （中央大学　国際情報学部　学部長 ･教授）

・松
まつ

尾
お

　豊
ゆたか

	 （東京大学大学院　工学系研究科　教授）

・森
もり

井
い

　昌
まさ

克
かつ

	 （神戸大学大学院　名誉教授・特命教授）



荒瀬克己理事長
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独立行政法人の取組事例
～内部統制に関する事例～

1. 統計センター

● 背景
　 常に正確で信頼できる統計データを作成し、国民生活の向上と社会経済の発展に貢献するという統計センターの基
　 本的使命を果たすため、理事長のリーダーシップを十分に発揮できるよう、内部統制の充実・強化を図ることが必要

● 取組の効果・今後の展望
　▶︎組織運営に関する職員の理解が深まり、トップマネジメントトップマネジメント
　　を発揮できる環境が整備された　　を発揮できる環境が整備された
　▶︎一層の好循環を目指すため、経営理念に「全ての職員が成長
　　でき、ここで働いてよかったと思える、すばらしい組織を追求」
　　する旨を追加（令和６年度から施行）し、今後も取組を継続

● 主な取組

①  佐伯理事長等からのメッセージの発信
　  法人ミッションの周知徹底を図るため、法人を取り巻く状況や課題に関す　  
　  る役員の考えを、全職員に向けて毎月発信全職員に向けて毎月発信

② ミッションの達成を阻害するリスクを２つに分類・管理
　  ・法人の業務運営上、特にリスクの発生を抑制する必要があるものを重点管理項　  重点管理項　  
　     目　     目として、理事長をトップとする内部統制委員会理事長をトップとする内部統制委員会で、重点的にモニタリング
　  ・上記以外のリスクは、日常管理項目日常管理項目として、各課室でモニタリング

③ 内部統制推進月間（毎年 10 ～ 11 月）の設定
　  ・全役職員を対象に、内部統制に関するｅラーニングを実施
　  ・②のリスク管理状況のモニタリングなどを実施

・・・内部統制の充実・強化を通じて、職員の意識醸成を図っている事例

役員による職場巡回の様子

佐伯修司理事長

法人の取組事例（詳細）の紹介（総務省 HP）
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/dokuritu/02gyokan01_04000291.html

2. 教職員支援機構（NITS）

● 背景
　・教職員支援機構（NITS）のミッションは、教職員に対する総合的支援を行う全国拠点として、教職員研　    
　    修をはじめとした教職員の資質向上に寄与する取組を行うこと
　・当該ミッション達成のためには、役職員各層にミッションを浸透させることが必要

● 取組の効果・今後の展望
　▶︎組織基盤が確かなものとなり、職員一人一人が働きや職員一人一人が働きや
　　すい職場づくり　　すい職場づくりにつながった
　▶︎双方向のコミュニケーションのさらなる活発化双方向のコミュニケーションのさらなる活発化に向け　　
　　て、今後も取組を継続

● 主な取組
①荒瀬理事長によるミッションの浸透
　  ・NITS の行動規範を改正し、風通しのよい組織作り
　　 を具現化
　  ・理事長自らが全国の教育委員会を行脚し、理事長自らが全国の教育委員会を行脚し、NITS の
　　 ミッションなどを説明。これにより、ミッションをミッションを
　　 理解した出向者の受入れ　　 理解した出向者の受入れを実現
　  ・全役職員が参加する「NITS 会議」「NITS 会議」を定期開催し、
　　 組織全体でミッション達成しようという姿勢を醸成

② 荒瀬理事長による積極的な日常的モニタリング
　  ・理事長が１日に数回、執務室を訪れ、職員とのフラットな対話
　     を通じて、職員の近況や業務状況を把握
　  ・令和３年度から毎年度、出向者、新規採用者、プロパー職員それ
　     ぞれを４～５人のグループとし、理事長自身がファシリテート
　     する形で意見交換を実施

③ ミッションの達成を阻害するリスクの管理
　  ・民間企業の取締役経験のある監事から助言を受けつつ、業務フ
　     ロー図の作成と併せて「リスク対応計画」「リスク対応計画」を策定。毎年度、同
　     計画に基づくリスク概要を転入者を含め把握することで、危機
　     管理意識を醸成

・・・理事長による日常的モニタリングを通じた内部統制の
　  強化に取り組んでいる事例

　独立行政法人評価制度委員会は、各府省の大臣が
策定する独立行政法人の目標や業績の評価をチェッ
クする重要な役割を担っています。こうした目標や
評価の点検を通じて、各主務省・法人の取組を横断
的に把握することができます。
　そこで、同委員会は、独立行政法人の業務運営の
参考にできるよう、各法人に共通して適用可能な取
組事例を積極的に収集および展開しています。
　ここからは、令和６年４月15 日に開催された独立
行政法人評価制度委員会において共有した、内部統
制に関する独立行政法人の取組事例をご紹介します。

内部統制とは、独立行政法人の業務の適正を確保す
るための仕組みであり、独立行政法人のミッション
を有効かつ効率的に果たすため必要となるものです。
　今回ご紹介するのは、①統計センター（常勤職員
数：約 600 名）と、②教職員支援機構（常勤職員数：
約 40 名）の事例です。
　いずれも、理事長によるトップマネジメントを中
心に、内部統制の充実・強化を図った事例です。こ
れをご覧になって、さらなる取組のきっかけとなれ
ば幸いです。
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問：あなたは
スマートフォンやタブレットを

利用していますか
出典：内閣府広報室「情報通信
　　  機器の利活用に関する世論調査」
　　  （2023年11月20日公表）
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　デジタル活用支援の講習会は、無料で、どなたでも受
講することができます。参加を希望される方は、以下の
手順で、講習会にお申し込みください。

（１）まず、お近くで開催している講習会を確認します。
　下記お問い合わせ先にお電話いただくか、デジタル活
用支援のポータルサイトから、お近くで開催している講
習会の申込窓口をご確認ください。ポータルサイトでは、
地域ごとに、開催している講習会情報や申込窓口の連絡
先を検索することができます。

（２）次に、講習会の申込窓口に直接、「デジタル活用支援」
の講習会に参加したいとお申し込みください。

（３）当日、無料でご参加ください。講習会によっては、
必要な持ち物をご案内されるものもありますので、お申
し込み時などにご確認ください。

スマートフォンの活用方法が無料で学べる！
デジタル活用支援の講習会を

全国で実施しています

「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」

※デジタル活用支援講習会では、下記ロゴマークが掲載されたポスター等を
　設置して実施しています。

講習会に参加するには？

講習会で何が学べるの？ 応 用 講 座 基 本 講 座

実施
講座

実施
団体

実施場所

① マイナポータルを活用しよう

③ スマートフォン用電子証明書を
　 スマートフォンに搭載しよう

⑤ スマートフォンで確定申告
　 （e-Tax）をしよう

⑦ 全国版救急受診アプリ（Ｑ助）で
　 病気やけがの緊急度を判定しよう

⑨ ハザードマップポータルサイトで
　 様々な災害のリスクを確認しよう

⑬ スマートフォンで年金の情報を
　 確認しよう（ねんきんネット）

⑪ 地理院地図を使って身近な土
　 地の情報を知ろう

⑮ 地方公共団体が提供するオン
　 ラインサービスの利用方法

② スマートフォンでマイナンバー
　 カードを申請しよう

④ マイナンバーカードを健康保険証として利
　 用しよう・公金受取口座の登録をしよう

⑥ オンライン診療を使ってみよう

携帯ショップ、地域の公民館等
全国展開型事業者

（携帯キャリア）
地域連携型事業者

（携帯キャリア、地域のICT企業や
  社会福祉協議会等）
講師派遣型事業者

（携帯キャリア、地域のICT企業等）

⑧ FUN＋WALKアプリを使って
　 楽しく歩こう

⑩ 浸水ナビを使って水害シミュ
　 レーションを見てみよう

⑭ SH“U”Nプロジェクトアプリで
　 水産資源への理解を深めよう

⑫ デジタルリテラシーを身につけて安
　 心・安全にインターネットを楽しもう

⑯ 地域におけるオンライン行政手
　 続の実施方法　　　　　　 等

① 電源の入れ方、ボタン操作の
　 仕方を知ろう

③ 新しくアプリをインストールし
　 てみよう 

⑤ メールをしてみよう  

⑦ メッセージアプリを使おう

⑨ オンライン会議アプリを使って
　 みよう
　　　　　　　　　　　　　等

② 電話、カメラを使おう  

④ インターネットを使ってみよう 

⑥ 地図アプリを使おう

⑧ スマートフォンを安全に使うた
　 めの基本的なポイントを知ろう

地域の公民館等

地域連携型事業者
（携帯キャリア、地域のICT企業や
  社会福祉協議会等）
講師派遣型事業者

（携帯キャリア、地域のICT企業等）

※取り扱う講座は、講習会の実施場所または講習会の実施団体ごとに異なりま
　す。受講をお考えの場合は、事前にお電話にて確認の上お申し込みください。

【デジタル活用支援の講習会情報に関する連絡先】
デロイトトーマツテレワークセンター株式会社（執行団体）
電話：03-6628-4343
Email: info-r6@ml.digi-katsu.go.jp

こちらからデジタル活用支援講習会
の検索ができます。

【デジタル活用支援　ポータルサイト】
https://www.digi-katsu.go.jp/

お問い合わせ先

　総務省では、民間企業や地方公共団体などと連携し、
あらゆる世代の方々のデジタル活用を支援するため、令
和３年６月から、身近な場所で、スマートフォンを利用し
たオンライン行政手続き等について学べる無料のスマホ
講習会を全国で実施しています。
　講習会では総務省指定の研修を受けた講師が丁寧に説
明します。また、講習会はどなたでも、何度でも受講で
きます。
　デジタルの活用方法を学び、自分に合ったサービスを
見つけることで、より便利で豊かな生活を送ることがで
きます。デジタル活用に不安のある方ご本人だけではな
く、ご家族やご友人のなかで「デジタル活用をはじめた
い」とお考えの方がおられましたら、周囲の皆さまも受

　令和５年11月に公表された内閣府の世論調査では、70
歳以上の方の 51.0％がスマートフォン等を利用できて
いないと回答しており、年齢が上がるにつれてスマート
フォンなどのデジタル機器を活用できていないことが分
かります。
　インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用で
きる方と利用できない方との間に生じる格差のことは、

「デジタル格差」や「デジタル・デバイド」と呼ばれて
います。国ではデジタルの活用により、一人ひとりのニー
ズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実
現できる社会を目指すため、「誰一人取り残さない、人
に優しいデジタル化」というテーマを掲げています。そ
んな中、総務省では高齢者等のデジタルに不慣れな方々
がデジタル活用の恩恵を受け、いきいきとより豊かな生
活を送ることができるようにするため、デジタル活用支
援推進事業を行っています。

講のご予約をお手伝いいただく等、積極的な応援やあと
押しをお願いいたします。

「デジタル活用支援推進事業」とは？

　講習会では、基本的なスマートフォンの使い方から、
応用的なオンライン行政手続きの利用方法まで、さまざ
まな講座を実施しています。講座の内容は、講習会を実
施する団体によって異なります。全国の携帯ショップな
どを中心とした「全国展開型」の団体では、スマートフォ
ンの活用についてもう一歩踏み込んだ「応用講座」を取
り扱います。
　また、地方公共団体と連携した企業などを中心とした

「地域連携型」と「講師派遣型」の団体では「応用講座」
に加え、電源の入れ方やインターネットの使い方等、基
本的な操作方法を含めた「基本講座」も取り扱います。
詳しくは、右記の講座の種類をご覧ください。
　なお、「地域連携型」の団体では、携帯ショップのな
い地域を対象として事業を実施します。加えて、「地域
連携型」については、昨年度と同様に公民館等で対面形
式にて講習会を実施するほか、今年度から公民館や郵便
局等の公共的な施設に PC やタブレットを設置してオン
ライン形式で講習会を行うこととしており、全国におけ
る講習会の実施を強力に推進しております。
　また、デジタル活用支援のポータルサイトに、各講座
の教材を掲載しているほか、内容を解説する動画を掲載
しています。この動画を見ることで、ご自宅でも講習会
の内容を復習することができます。

講習会の様子
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編 集 後 記 editorial  note

● 広報誌 ｢ 総務省 ｣についてのご意見・ご要望は、電子メールでお寄せください　　　　　　　　　  MAIL▶ kohoshi@soumu.go.jp

　７月号をお読みいただきありが
とうございます。
　総務省のキャッチフレーズが－
くらしの中に総務省―というのは
ご存じでしょうか？総務省は平成
13 年１月に総務庁、自治省、郵
政省の３つの省庁が再編成されて
できた省です。「国民生活を支え
ている役所」「くらしに直結する
仕事を幅広く担当する役所」とい

　地域 DX のヒント第４回は、自
治体情報システムの標準化につい
て解説します。
　令和３年に成立した地方公共団
体情報システムの標準化に関する
法律に基づき、自治体は、原則と
して令和７年度までに、住民基本
台帳、個人住民税などの 20 業務
の情報システムを標準化基準に適
合した標準準拠システムへ移行す
ることが定められています。人口
減少社会において、制度改正に伴
うシステム改修を個別団体が独自

う メ ッ セ ー ジ を 込 め て、 こ の
キャッチフレーズを掲げています
が、私たちの業務は行政運営の改
善、地方行財政、選挙、消防防災、
情報通信、郵政行政など多岐にわ
たっており、「名前から何をして
いるのか分からない」ともよく言
われます。
　広報誌では毎年掲載する政策も
あれば、その時に皆様にお知らせ

に発注する人的負担を減らすとと
もに、システムの共同利用や機能・
データに係る標準の策定を通じた
ベンダロックイン防止等による効
率化を図り、地域の実情に即した
住民サービスの向上に注力できる
ようにするとともに、新たなサー
ビスの迅速な展開を可能とするこ
とを目指しています。
　総務省では、自治体が標準準拠
システムへ円滑かつ安全に移行す
ることができるよう、移行経費に
対する財政支援として、令和５年

したい政策も掲載しております。
記事から皆様の「くらしの中」に
ある総務省を見つけていただき、

「何をしているのか分からない」
から、「意外と身近」だと感じて
いただければいいなと思います。
　末尾になりましたが、今回ご協
力いただきました皆様には心より
感謝申し上げます。

（広報室　C.H）

度補正予算で 5,163 億円を追加計
上しており、総額は 6,988 億円と
なっています。
　加えて、具体的な移行工程など
を整理した移行手順書の提供、自
治体に対して無償で標準化の専門
アドバイザー派遣などの取組を
行っています。
　円滑かつ安全な移行を目指し、
自治体の実情やご意見を丁寧に伺
いながら、自治体の取組を支援し
ていきます。

の ヒ ント

自治体情報システムの標準化

総務省　地域DX 検索

【標準化前】 【標準化後】

新機能の追加は、システムごとに個別に判断 新機能を標準化仕様に追加し、それに沿って開発→費用削減・迅速な普及

標準仕様に基づくシステムを採用
個別に仕様を
作成・発注

X社 X社Y社 Y社

B市 B市A市 A市

カスタマイズなし
カスタマイズなし カスタマイズなし

カスタマイズあり カスタマイズなし カスタマイズあり

C市 C市E村 E村D町 D町

個別に仕様を
作成・発注

個別に仕様を
作成・発注

個別に仕様を
作成・発注

ベンダ間の移行を円滑化

満期を過ぎた簡易生命保険や
支払開始となった

年金保険はありませんか？

● かんぽコールセンター
   ご高齢のお客さま専用コールセンター

● 独立行政法人 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
　https://www.yuchokampo.go.jp/topics/attent_kampo.html　

受付時間　（平日 /9:00 ～ 21:00、土・日・休日 /9:00 ～ 17:00 ※１月 1 日～３日を除きます）

0120-552-950 （通話料無料）
0120-744-552 （通話料無料）

お問い合わせ先は、最寄りの郵便局、かんぽ生命の支店、またはかんぽコールセンターまで

※民営化前の簡易生命保険契約に基づく保険金等の支払については、民営化後も政府保証が継続しています。

※「保険証書」や「ご契約内容のお知らせ」により、契約内容・保障内容等をご確認ください。
※ 個人情報保護のため、契約者などご本人さまからのお電話をお願いいたします。

いま一度、保険証書をご確認ください
見本 見本

見本 見本

※郵政博物館提供

　民営化前の簡易生命保険について、保険金等をお
受け取りいただいていないお客さまに「保険金等支
払案内書」の送付に加え、郵便局員等による手続案
内、かんぽ生命による電話連絡等により、できるだ
け早くお受け取りいただくようご案内しております
が、まだお受け取りいただいていない保険金等があ
ります。
　ぜひ、この機会に保険証書をご確認の上、ご請求

手続きをお願いします。
　また、お引越し等に伴う住所変更のお手続きがさ
れていないと、重要なお知らせをお届けできないこ
とがあります。
　インターネット（かんぽ生命ウェブサイトのマイ
ページやメールオーダー ( 郵送 )）またはお近くの
郵便局で住所や電話番号の変更のお手続きを行って
いただきますようお願いいたします。
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